
高松地裁総第932号

平成31年4月17日

山中理司様

高松地方裁判所長岸 日出

司法行政文書開示通知書

平成31年3月28日付けで申出のありました司法行政文書の開示について，下

記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称

平成31年3月25日付け「平成31年度における裁判官の配置，裁判事務の

分配，開廷日割及び代理順序」のうち，表紙及び別紙（片面で7枚，両面で6枚）

開示しないこととした部分とその理由2

なし

開示の実施方法等

写しの送付

（担当）総務課

d~】

○

電話087－851－1537 （内線3020）

グ



1

平成31年度における裁判官の配置,裁判事務の分配，

開廷日割及び代理順序

高松地方裁判所
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裁判官の配置（本庁）別紙第1

〆

岸日出夫

判 事
（所長）

森實将人

判事

木山智之

判事

財津陽子

判一事一

八木文美

判事

深見菜有子

判事

上原絵梨

判事補

三上孝浩

判事

渡優子

判事

湯川亮

判事補
(特例）

三好瑛理華

判事補

民事合繊部

民事第1部

民事第2部

裁判長 ○

裁判長

○

○

裁判長
（代理）

○

○

○

○

○

○

○

○

民事単独係 ○ ○ ○ ○ ○

刑事合繊部 裁判長 ○ ○ ○

刑事単独係 ○ ○ ○



別紙第2 裁判官の配置（支部,管内簡易裁判所）

I

三上乃理子

判事

深見翼

判事

田原慎士

判事補
（特例）

佐々木耕

判事補
（特例）

丸亀支部

民事合議部

刑事合議部

単独係

裁判長

裁判長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

観音寺支部 ○

山本恵三

簡易裁判所
判事

西村 エ

簡易裁判所
判事

菅正俊

簡易裁判所
判事

渡部 実

簡易裁判所
判事

堀澤 誠

簡易裁判所
判事

前田貢

簡易裁判所
判事

高松簡易裁判所 ○ ○ ○ ○

土庄簡易裁判所 ○ ○

丸亀簡易裁判所 ○ ○

善通寺簡易裁判所 ○

観音寺簡易裁判所 ○



裁判事務の分配（本庁民事部）別紙第3

民事部 担当部・裁判官 岸日出夫

判事
(所長）

森寅将人

判事

木山智之

判事

財津陽子

判事

八木文美

判事

深見菜有子

判事

上原絵梨

判事補

民事訴訟事件

倒産事件

民事執行,保全事件

その他の事件

合譲事件 1

2

3

4

5

6

7

8

9

特別訴訟事件

控訴,抗告,再審,上告提起,抗
告提起事件

通常訴訟(支払督促に対する異
溌事件,刑事損害賠償命令に関
する異議･終了事件及び消費者
の財産的被害の集団的な回復の
ための民事の裁判手続の特例に
関する法律第3条の規定による
共通穣務確認の訴えを含む｡)，
手形･小切手訴訟,行政事件(地
方自治法第242条の2第1項4
号の規定による訴訟について損
害賠償若しくは不当利得返還の
請求を命ずる判決が確定した場
合における同法第242条の3第
2項又は第243条の2第5項の
規定による訴訟及びこれらの訴
訟を本案とする仮差押又は仮処
分の事件を含む｡)等の裁定合
蟻事件

3の事件に対する飛躍上告提起
事件

会社更生民事再生,管財事件
の裁定合議事件

民事執行,民事保全(3を除く｡）
事件の裁定合溌事件

本庁刑事部裁判官に対する除
斥,忌避申立事件(忌避関連事
件を含む｡)並びに支部及び管内
簡易裁判所の民事裁判官に対す
る各除斥,忌避申立事件
支部の専門委員に対する除斥，

忌避申立事件

本庁,支部及び管内簡易裁判所
の裁判官がした合蟻事件の裁判
に対する刑事訴訟法第429条の
準抗告事件

民事第1部

民事第2部

民事第2部

民事第2部

民事第2部

民事第2部

民事第2部

民事第2部

民事第2部

○ ○

○

○

○

○

○

○

○
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○



裁判事務の分配（本庁民事部）別紙第3

’

民事部 担当部・裁判官 岸日出夫

判 事
(所長）

森實将人

判事

木山智之

判事

財津陽子

判事

八木文美

判事

深見菜有子

判事

上原絵梨

判事補

10

11

12

13

本庁刑事部がした単独事件の裁
判に対する刑事訴訟法第429条
の準抗告事件(ただし,忌避関連
事件を除く｡）

単独事件6の事件の裁定合議事
件

裁判員の参加する刑事裁判に関
する法律に規定する対象事件除
外謂求,裁判員候補者不選任請
求却下決定に対する異譲,裁判
員等解任請求,裁判員等の解任
購求却下決定に対する異議,職
権による裁判員等解任,選任予
定裁判員の選定取消請求却下
決定に対する異溌についての事
件

人身保渡事件

刑事部(ただし原裁判官
を除く｡)及び民事部(1
名）

民事第2部

民事第2部

民事第2部

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○・

○

○，

○

民事訴舩事件

その他の事件

単独事件 1

2

3

4

5

6

通常訴訟(支払督促に対する異
議事件,刑事損害賠償命令に関
する異議･終了事件及び消費者
の財産的被害の集団的な回復の
ための民事の裁判手続の特例に
関する法律第3条の規定による
共通義務確浬の訴えを含む｡)，
手形･小切手訴訟行政訴訟事
件の単独事件

1W宰汁1-1劃ソつう鹿唾一ロ正些

事件

手形･小切手判決に対する異議

事件

労働恩
判の月
了事ド

:判に対する異議･労働審
!消し･労働審判事件の終
ｂ
■

消
回
特
簡

愚者の財産的被害の集団的な
貝のための民事の裁判手続の
列に関する法律の規定による
易確定決定に対する異議事件

起訴強制手続による審判に付す
る決定にかかる公訴事件

手形･小切手判決をした
裁判官

労働審判事件を担当し
た裁判官を除く

簡易確定決定をした裁
判官を除く

1／13 3/13

1/4

1/4

1/4

1／4

3/13

1/4

1/4

1/4

1ノ4

3/13

1／4

1/4

1/4

1/4

3/13

1／4

1/4

1/4

1/4

本案事件がある場合 本案事件を担当する裁
判官



別紙第3 裁判事務の分配（本庁民事部）

民事部 担当部・裁判官 岸日出夫

判事
（所長）

森實将人

判事

木山智之

判事

財津陽子

判事

八木文美

判事

深見菜有子

判事

上原絵梨

判事補

本案事件がない
場合

必要的審尋事件

必要的審尋事件でないもの

1/3 1／3 1／3

○

民事執行事件 債椴執行

不動産執行

その他の執行事件

1/6

1/6

1／3

1／3

1/3

1/3

1/3

1／3

1/3

1/6

1／6

財産開示事件(同事件の過料を含む｡）
1／3 1/3 1/3

各種調停申立事件 ．
1／2 1／2

過料,公示催告,民事非舩,商事非舩,借地非訟,企業担保権実行,罹災
都市借地借家臨時処理事件 1/2 1/2

配偶者暴力に関する保甑命令事件
1/3 1/3 1/3

破産,民事再生事件 管財,民事通常再生事件

同廃事件,民事個人再生事件

1/3

1/3

1／3

1／6

1／3

1/3 1／6

消賀者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に
関する法律の規定による簡易確定手続事件 一

1／3 1/3 1／3

労働審判事件
1/4 1/4 1/4 1/4

船舶所有者等責任制限油濁損害賠償責任制限事件
1／2 1／2

保全異議及び取消の申立事件 保全決定をした裁判官
を除く

1/4 1/4 1/4 1/4

保全の担保取消申立事件 ○

共助事件(民事,行政） 1/2 1／2



裁判事務の分配（本庁民事部）別紙第3

ー

今

民事部 担当部・裁判官 岸日出夫

判 事
（所長）

森寅将人

判事

木山智之

判事

財津陽子

判事

八木文美

判事

深見菜有子

判事

上原絵梨

判事補

仲裁関係事件 1／2 1/2

民事雑,人身保護
雑,民事執行に関す
るその他の申立て，
行政雑事件,証拠保
全,訴えの提起前に
おける証拠収集処分
の申立て

主たる事件や本案事件が係属し(終了後も含む｡)，
その付随事件として申し立てられた場合

主たる事件や本案事件がなく,独立の事件として甲
立てがあった場合

●

主たる事件や本案事件
を担当する(した)裁判
官

○



裁判事務の分配(本庁刑事部）別紙第4

刑事部
担当部・裁判官

三上孝浩

判 事

渡優子

判 事

湯川 亮

判事補（特例）

三好瑛理華

判事補

公判鯖求事件
(起訴強制手続きによる審
判に付する決定によるもの
を除く）

合識事件

単独事件 〃

○

刑事部裁判官の
協艤で指定した事
件

○

1／2

○

1/2

○

証人尋問請求事件
証拠保全鯖求事件
麻薬特例法第5章及び第6章の保全鯖求事件
組織犯罪処罰法第4章及び第6章の保全鯖求事件
これらの処分に付随する処分を求める申立事件

合譲事件及び合騒が予想される事件

上記以外の事件

民事部上原絵梨裁
判官

○ ○ ○ ○

令状鯖求事件
(被疑者段階の単独･合溌
事件の勾留に関する処分
を含む）

勤務時間内
(毎週木暇日）

勤務時間外

差し支え（合綴事
件,裁判員裁判審理
期間中など)の場合
は,民事部上原絵梨
裁判官
更に，同人に差し支
えがある喝合は,他
の民事部裁判官

別に裁判官の申合
せによる

○

起脈後,第1回公判期日前
の勾留に関する処分請求
事件

勤務時間内 合議事件(求令状事件を含む）

単独事件 ． 求令状起翫事
件を除く

単独1係の事件

単独2係の事件

単独3係の事件

求令状起訴事件

勤務時間外 一

受訴裁判所以外の
刑事部裁判官

別に裁判官の申合
せによる

1/3

1／3

○

1/3

1/3

○

1/3

1／3

1/3

1/3

1／3

○

第1回公判期日前の勾留理由開示譜求事件 勾留した裁判官(裁
判所を含む）

勾留延長した裁判官
(裁判所を含む）

○



裁判事務の分配(本庁刑事部）別紙第4

→

刑事部

●

担当部・裁判官
三上孝浩

判 事

渡優子

判 事

湯川 亮

判事補（特例）

三好瑛理華

判事補

被疑者の国選弁渡人選任の謂求事件等 ．

’

勾留請求時

勾留後
(即決裁判手
鍔の圖憲確鯉

中の被疑者か
らの請求を含
お）

勤務時間内
(毎週木曜日）

勤務時間外 ． ．

刑事訴舩法第37条の2第1項に関する選任事務は,本庁及び高松簡易裁判所
において取り扱う｡また,同条の2第2項に関する事務の内,勤務時間外に選任
するものは,支部の事務は本庁で取扱い,管内簡易裁判所の事務は高松簡易
裁判所の裁判官にその職務を行わせる｡なお,勤務時間外は休日の日直勤務
時間のみ取り扱う。

勾留した裁判官

別に裁判官の申合
せによる

勾留した裁判官

最初の弁護人を選
任した裁判官

○

刑事補償6
鱸訟密用f

Ｊ
』
Ｅ

求
除

■
凸
ご
■
●
一
■
■
《

＃件
1廿璽件

本案事件を担当した
部又は係

起翫強制事件 ○ ○ ○ ○

再審謂求事件 その都度,本庁裁判
官の協職で決める

共助事件 1/2 1／2

本庁民事第1，第2部裁判‘ 罫に対する除斥,忌避申立事件並びに支部及び管内簡易裁判所の刑事裁判官に関する各 ○ ○ ○ ○

本庁の専門委員に対する除斥,忌避申立事件 ．○ ○ ○ ○

刑の執行猶予冨渡取消しの請求事件 ○

単独事件の裁判に対する刑
事脈舩法第429条の準抗告
事件

本庁民事部,支部及び管内簡易裁判所の裁判官がしたもの

本庁刑事部の裁判官がしたもの(ただし,忌避関連事件を除く）
刑事部裁判官(原裁
判官を除く｡）
差し支えの場合は，
民事部裁判官

○

○

○

○

○

○

○

○

検察官等のした処分等に関する刑事訴訟法第430条の準抗告事件

刑事部裁判官 一
差し支えの場合は6
民事部裁判官

○ ○ ○ ○

その他の刑事雑事件 ．

第1回公判期日後の本案に付随する雑事件 本案事件を担当する
裁判官

、 1/3 1./3 1/3



裁判事務の分配(本庁刑事部）別紙第4

の

刑事部
担当部・裁判官

三上孝浩

判 事

渡優子

判 事

湯川 亮

判事補（特例）

三好瑛理華

判事補

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受の原記録の保管事務等 丸亀支部及び観音寺支部における傍受の原記録の保管事務等は,本庁におい
て取り扱う

傍受の原記録の保管事務は,判事三上孝浩が処理する
ただし,勤務時間内に同裁判官に差し支えがあるときは,刑事部の他の裁判官
が代理し,勤務時間外においては,別に裁判官の申合せによる者が処理又は
代理する

心神喪失等の状態で重大
な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する
法律に基づく事件

法第33条1項の規定による申立てに係る事件(以下『入通院処遇事件｣という｡)の審判
(丸蝕古郁及び観音寺支部の事務は本庁において取り扱う）

処遇事件(入通院処遇事件を除く｡)及び法第76条の規定による甲立てに係る事件の番判
(丸亀支部及び観音寺支部の事務 I士士庁において酌り栂弓）

E員H1二目女ヨヲ旬1米刀､辱し､題言

裁判官,精神保健審判員又は書記官に関する除斥決定
嘱誌による事実の取鯛ぺ
(丸亀支部及び観音寺支部の事務は本庁において取り扱う）

鑑定入院命令に係る手続(精神保健審判員が任命
される前の各種通知及び鑑定入院先の指定を変
更する命令に係る手続を含む｡）

勤務時間内
丸亀支部及び観音寺
支部の事務を除く

勤務時間外
丸亀支部及び観音寺
支部の事務を含む

運戻状の請求に係る手統
勤務時間内

丸亀支部及び観音寺
支部の事務を含む

勤務時間外
丸趣支部及び観音寺
支部の事務を含む

法第41条第1項の決定があった場合の対象行為の存否に関する審理及び裁判

裁判官の処分に対する不服申立てに係る手統
裁判所の処分に対する異繊に係る手続

入通院処遇事件を
担当した係

別に裁判官の申合せに
よる(簡裁判事を除く）

別に裁判官の申合せに

よる(簡裁判事を除く）

1／3

1／3

1／3

○

○

1/3

1／3

1/3

○

○

1/3

1／3

1/3

○

○

○

○

○

○

検察審査会の起訴溌決にかかる事件について検察官の職務を行う弁護士の指定 4/6 1／6 1／6



別紙第5 裁判事務の分配（支部）

担当部･裁判官
三上乃理子

判 事
（支）

深見翼

判事

田原慎士

判事補
（特例）

佐々木耕

判事補
（特例）

合議事件 民事の法定,裁定合議事件

刑事の法定,裁定合議事件

単独事件 民事事件

刑事事件
(刑の執行猶予の取消鯖求事件を含む）

民事保全事件 本案事件がある場合

本案事件がない場合 必要的審尋事件

必要的審尋事件でないもの

保全異議及び取消の申立事件

民事執行事件
(ただし,不動産執行
を除く）

配当

その他の執行事件

財産開示事件

破産,民事再生 管財,民事通常再生事件

同廃事件,民事個人再生事件

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
の規定による簡易確定手続事件

会針更生罹災都市借地借家臨時処理,人身保護事件,民事非訟,商事非訟,借地
非訟,企業担保権実行

配偶者暴力に関する保謎命令事件

過料

鯛停,共助,仲裁関係事件

船舶所有者等責任制限,油濁損害賠償責任制限事件

民事雑,人身保護雑
事件

主たる事件が係属し,その付随事件として申し立てられた場合

主たる事件が係属していない場合
戸 ■

証拠保全,訴えの提起前における証拠収集処分の申立て

合議部

合議部

本案事
する裁』
牛を担当
珊官

保全決定をした裁
判官

主たる事件を担当
する裁判官 ．

○

○

1／2

○

1/2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1/2

1/2

○

○

○

公示催告事件

○



裁判事務の分配（支部）別紙第5

〆

◆

担当部･裁判官
三上乃理子

判 事
（支）

深見翼

判事

田原慎士

判事補
（特例）

佐々木耕

判事補
（特例）

その他の刑事事件
(①心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による事務のうち,丸亀支部及び
観音寺支部における鑑定入院命令等事務は丸亀支部において取り扱う｡②令状鯖求事件及び被疑者段階の国選弁醗
人選任事件を除く）

検察審査会の起訴議決にかかる事件(単独事件)について検察官の職務を行つ弁遜士の宿疋
■

検察審査会の起訴議決にかかる事件(合認事件)について検察官の聰務を行う弁護士の宿定

ロ ｡

1/2

○

1/2

○

観音寺支部
全部(ただし,不動産執行,令状請求事件及び被疑者段階の圏選弁譲人選任畢1午を除く）

令状請求事件及び被疑者段階の国選弁護人選任事件

○

月曜日，木
曜日



裁判事務の分配（管内簡易裁判所）別紙第6

通常訴訟(交通事件,個別労働事件を除く。

通常訴訟(交通事件,個別労働事件）

少額訴訟異議事件

少額訴訟債権執行事件に関する処分に対する執行異識事
件

即決和解,保全.公示催告証拠保全,借地非訟,共助過
料及び民事雑事件

支払督促申立て又は仮執行宣盲付支払督促申立てに対す
る却下処分に対する異議申立事件

公判請求再審謂求簡易裁判所判事渡部実がした略式命

令に対する正式裁判請求(刑訴法第463条により通常の審
判をする事件を含む)並びにこれらに付随する刑事雑事件

簡易裁判所判事堀澤誠がした略式命令に対する正式裁判
請求(刑訴法第463条により通常の審判をする事件を含む）

●

●

略式請求事件甲

略式請求事件乙(交通切符即日処理請求事件を含む）

鉦型保全，証人尋
要謡許可状請求X

､

担当裁判官
山本恵三

簡易裁判所判事

西村 エ

簡易裁判所判事

菅 正俊

簡易裁判所判事

渡部 実

簡易裁判所判事

堀澤 、誠

簡易裁判所判事

前田貢

簡易裁判所判事

当該裁判をした
裁判官

当該裁判をした
裁判官

別に裁判官の
申合せによる

1／2

1/3

1／10

1/3

1/2

1/3

1/3

1/3

火曜日
金曜日(3週に1

回）

1／3

1/3

1/3

4/5

1/3

1/2

1/3

1／3

1/3

水曜日(隔週）
金曜日(3週に1

回） 、

1/3

1/3

1/2

1/3

1/10

1/3

1/3

1/3

1/3

第1，第3月曜日
水曜日(隔週）
金曜日(3週に1

回）

1/3

1/3

○

第2・第4’第5月
曜日

○



裁判事務の分配（管内簡易裁判所）別紙第6

’

量U禰呵1日】周

勤務時間外

第1回公判期日前の勾留理由開示請求事件

勾留をした裁判官がいない場合又
は差し支えの場合

勾笛をした裁判･自撰ひ勾笛延垂をし

た裁判官がいない場合又は差し支
えの場合

選任請求

担当裁判官
山本恵三

簡易裁判所判事

西村 工

簡易裁判所判事

菅 正俊

簡易裁判所判事

渡部 実

簡易裁判所判事

堀澤 誠

簡易裁判所判事

前田 貢

簡易裁判所判事

高松簡易裁判
所配置の簡易
裁判所判事のう
ち,事件の審判
に関与すべき裁
判官以外の簡
易裁判所判事

別に裁判官の
申合せによる

勾留をした裁判
官

勾留延長をした
裁判官

高松簡易裁判
所の代理順序
に従い,勾留を
した裁判官を代
理する裁判官

刑事訴訟法第37条の2第1項に関する選任事務は,本庁及び高松簡易裁判所において取り扱う｡また,同条の2
第2項に関する事務の内,勤務時間外に選任するものは,支部の事務は本庁で取扱い,管内簡易裁判所の事務は
高松簡易裁判所の裁判官にその職務を行わせる｡なお,勤務時間外は休日の日直勤務時間のみ取り扱う。

勾留した裁判官

火曜日
金曜日(3週に1
回）

水曜日(隔週）
金曜日(3週に1
回）

第1，第3月曜日
水曜日(隔週）
金曜日(3週に1
回）

第2,第4’第5月
曜日

別に裁判官の

申合せによる

勾留した裁判官

最初の弁護人を
選任した裁判官

1／3 1／3 1/3

土庄簡易
裁判所

全部

略式命令に対する正式裁判請求事件(刑訴法第463条により通常の審
判をする事件を含む） ○

○



裁判事務の分配（管内簡易裁判所）別紙第6

担当裁判官
山本恵三

簡易裁判所判事

西村 エ

簡易裁判所判事

菅 正俊

簡易裁判所判事

渡部 実

簡易裁判所判事

堀湧 誠

簡易裁判所判事

前田 貢

簡易裁判所判事

丸亀簡易

裁判所
民事事件

刑事事件

調停事件

その他の民事事件

公判請求,再審謂求,略式請求事件

略式命令に対する正式裁判請求事件(刑訴法第463条によ
り通常の審判をする事件を含む）

その他の刑事事件及び刑事雑事件

簡易裁判所判
事深見翼

○

○

○

月曜日，木曜日 一

第1順位簡易裁判所判事前田貢
第2順位簡易裁判所判事渡部実
火曜日
第1順位簡易裁判所判事田原慎士
第2順位簡易裁判所判事三上乃理子
水曜日,金曜日
第1順位簡易裁判所判事渡部実
第2順位簡易裁判所判事田原慎士

善通寺簡
易裁判所

全部

略式命令に対する正式裁判請求事件(刑訴法第463条により通冨の番
判をする事件を含む） ○

○

観音寺簡
易裁判所

全部(ただし,令状請求事件及び被疑者段階の圏選弁護人選任事1午を
除く）

略式命令に対する正式裁判請求事件(刑訴法第463条により通電の番
判をする事件を含む）

令状請求事件及び被疑者段階の国選弁護人選任事件

簡易裁判所判
事
佐々木耕

○

火曜日，水曜
日,金曜日



代理順序別紙第7

司法行政事務

第 1 順 位 第 2 順 位

所 長 森 實 将 人 三 上 孝 浩

本庁民事第 1 部部総括裁判官 森 實 将 人 木 山 智 之

本庁民事第2部部総括裁判官 木 山 智 之 財 津 陽 子

本庁刑事部 部総括裁判官 演 優 子 湯 川 亮

丸 亀 支 部 長 深見 翼 田 原 慎 士

観 音 寺 支 部 長 佐 々 木 耕 深 見 翼

高松簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官 西 村 エ 山 本 恵 三

土庄簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官 山 本 恵 三

丸亀簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官 渡 部 実

善通寺簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官 渡 部 実

観音寺簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官 佐 々 木 耕



一

代理順序別紙第7

裁判事務

第 1 順 位 第 2 順 位

本庁民事第 1 部 裁判 長 森 實 将 人 木 山 智 之

本庁民事第 2 部 裁判長 木 山 智 之 財 津 陽 子

本 庁 刑 ・事 部 裁 判 長 濃 優 子 湯 川 亮

本庁民事第 1 部裁判 官 本庁民事第2部裁判官

本庁民事第 2 部裁判 官 本庁刑事部の裁判官

本 庁 刑 事 部 裁 判 官 本庁民事第2部裁判官

本 庁 民 事 部 裁 判 官 本庁民事部の他の裁判官

本 庁 刑 事 部 裁 判 官 本庁刑事部の他の裁判官

丸 亀 支 部 裁 判 長 深 見 翼 田 原 慎 士

丸亀支部合議部裁判官 （ 民事） 本庁民事第2部裁判官

丸亀支部合議部裁判官 （刑事） 本庁刑事部裁判官

丸 亀 支 部 裁 判 官 丸亀支部の他の裁判官

観 音 寺 支 部 裁 判 官 深 見 翼 田 原 慎 士



代理順序別紙第7

●

○

一

〆

第 1 順 位 第 2 順 位

高松簡易裁判 所裁判 官 高松簡易裁判所の他の裁判官

土庄簡易裁判所裁判 官 山 本 恵 三

丸亀簡易裁判所 裁判官 丸亀簡易裁判所の他の裁判官

善通寺簡易裁判所裁判官 渡 部 実

観音寺簡易裁判所裁判官 佐 々 木 耕 ●



平成31年度開廷日割表別紙第8

平成31年4月1日現在 高松地方裁判所

(注） 1 （ﾗ)はラウンドテーブル法廷である。 ．

2交通切符即日処理請求事件は，高松・丸亀は原則として毎月第1 ，第3，第5木曜日，土庄は毎月第1月曜日に行う。

庁・部
地 裁

民事 刑事 丸亀 観音寺

簡 裁

高松 土庄 丸亀 善通寺 観音寺

合繊部の裁判官の構成

民事部 刑事部 丸亀

月

火

水

木

金

議
議

今
回
今
回

部
部
１
２
第
第

合議（ﾗ）

議
議

今
回
今
回

部
部
１
２
第
第

ｊ
ｊ
６
６
議
山
合
木

八木

八木（ﾗ）

森實

深見菜有子

深見菜有子
(ﾗ）

財津(ﾗ）

八木(ﾗ）

譲
・
醗

今
自
今
口

部
部
１
２
第
第

ｊ
ｊ

－
７
一
う

ぐ
く
議
實
合
森

財津

財津(ﾗ）

議
溌

今
回
今
回

部
部
１
２
第
第

合議(ﾗ）

深見菜有子
(ﾗ）

木山

木山（ﾗ）

合議

単独

(随時）

合議

単独

(随時）

合議

単独

(随時）

合議

単独

(随時）

合議

単独

(随時）

三上乃理子

田原（ラ）

深見翼

合議

一トノヨ埋十

(ﾗ）

田原

深見翼

佐々木

佐々木

佐々木

佐々木

山本

・西村

菅

堀澤

山本

西村

菅

山本（鯛停）

ー。■一‐q■ー‐ーーー‐ﾛ

(交通切符）

西村（鯛停）

西村

原則として毎月第
屯

０

口

、 3月曜日
q■---q■■■＝‐q■｡●

(交通切符）
ーローー‐q■q■‐‐一口｡

前田

渡部

渡部

前 田

渡部

‐‐q■‐ー■■‐‐ー■■ー■

(交通切符） ．

渡部

堀澤

堀澤

前田

前田

前田

第1部

岸

森實

木山

財津

八木

深見菜有子

上原

第2部

森實

木山

財津

八木

深見菜有子

上原

三上孝浩

渡

湯川

三好

三卜乃理子

深見翼

田原

佐々木


